
ゆうゆうセンターの今後の
方向性について

福岡市こども未来局子育て支援部こども発達支援課

資料４



国が示す発達障がい者支援センターの役割







ゆうゆうセンターについて

国の考え方を受け次の支援を実施
〇相談支援
〇発達支援
〇就労支援
〇関係機関との連携・コンサルテーション
〇家族支援
〇普及啓発・研修
◇自立訓練（生活訓練）



国が今後力を入れていく内容について

①地域におけるペアレント・トレーニング実施者養
成及びペアレント・トレーニング実施体制の構築

②地域における強度行動障がい者支援のための支援
体制構築

国が募集する「発達障害児者地域生活支援モデル事業」
では、令和４年度から、次の２項目を優先的に採択する
こととしている。

この事業を用いて調査・研究した成果を、今後の地域
支援体制整備に反映していくもの



国が考える強度行動障がいを有する方の地域支援体制イメージ





ゆうゆうセンターの今後の方向性

 予防的な支援
〇機関コンサルテーション（アウトリーチ）
〇関係機関への出張相談
〇行動障がいへの予防的アプローチ

 子育て支援・家族支援
〇ペアレント・トレーニング
〇ペアレント・プログラム
〇ペアレント・メンター

 関係機関との連携
〇二次障がい 生きづらさ等の困難事例への対応
〇自立訓練（生活訓練）の活用
〇関係機関との連携強化
〇地域支援マネージャーの活用推進

「地域支援」の推進
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